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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空状の本体ケースと、
　前記本体ケースに設けられ、前記本体ケースの内部から外部に光を出射するための窓部
と、
　前記本体ケースの内部に収納され、部品を電気的に配線するための配線層を有する基板
と、
　前記基板に設けられ、前記窓部とは反対側に位置する壁面を有する凹状の素子収納部と
、
　前記素子収納部の前記壁面に設けられ、前記基板の配線層に接続された導電性のメッキ
層と、
　前記素子収納部内に設けられ、前記基板の平面に対して交差する方向に光を投射するも
のであって前記メッキ層を介して前記基板の配線層に接続された光電素子と、
　前記本体ケースの内部に設けられ、前記基板とは反対側から前記光電素子に対向するも
のであって前記光電素子から投射された光を前記窓部に向けて反射する反射部と、
　前記素子収納部の前記壁面と前記光電素子との間に設けられ、前記基板とは別部材から
なるものであって前記光電素子から前記素子収納部の前記壁面のメッキ層に向けて投射さ
れる光を遮光する遮光部材を備えたことを特徴とする光電センサ。
【請求項２】
　中空状の本体ケースと、
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　前記本体ケースに設けられ、前記本体ケースの外部から内部に光を入射するための窓部
と、
　前記本体ケースの内部に収納され、部品を電気的に配線するための配線層を有する基板
と、
　前記基板に設けられ、前記窓部とは反対側に位置する壁面を有する凹状の素子収納部と
、
　前記素子収納部の前記壁面に設けられ、前記基板の配線層に接続された導電性のメッキ
層と、
　前記素子収納部内に設けられ、前記基板の平面に対して交差する方向から入射する光を
受光するものであって前記メッキ層を介して前記基板の配線層に接続された光電素子と、
　前記本体ケースの内部に設けられ、前記基板とは反対側から前記光電素子に対向するも
のであって前記窓部から入射した光を前記光電素子に向けて反射する反射部と、
　前記素子収納部の前記壁面と前記光電素子との間に設けられ、前記基板とは別部材から
なるものであって前記窓部より入射する光を遮光する遮光部材を備えたことを特徴とする
光電センサ。
【請求項３】
　前記基板に前記素子収納部の前記壁面と前記光電素子との間に位置して設けられた貫通
孔を備え、
　前記遮光部材は、前記本体ケースの内面に前記基板側に位置して設けられたものであっ
て前記貫通孔を通して前記反射部側へ突出する柱状の遮光壁から構成されていることを特
徴とする請求項１～２のいずれかに記載の光電センサ。
【請求項４】
　前記遮光部材は、前記本体ケースの内面に前記反射部側に位置して設けられたものであ
って前記基板側へ突出する柱状の遮光壁から構成されていることを特徴とする請求項１～
２のいずれかに記載の光電センサ。
【請求項５】
　前記遮光部材は、黒色の顔料を含有する樹脂を材料とするものであることを特徴とする
請求項１～４のいずれかに記載の光電センサ。
【請求項６】
　前記遮光部材の表面には、光を散乱させることが可能な凹凸状の光散乱部が設けられて
いることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の光電センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光電素子から投射された光を窓部に向けて反射する反射部または窓部から入射
した光を光電素子に向けて反射する反射部を備えた光電センサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　図７は透過形光電センサの投光器および受光器のそれぞれの従来構成を示すものである
。この光電センサは特許文献１に開示されたものであり、本体ケース１００の内部には基
板１０１が収納されている。この基板１０１は電気的な配線層を有するプリント配線基板
からなるものであり、基板１０１には素子収納部１０２が形成されている。この素子収納
部１０２は底面と前壁面と左壁面と右壁面と後壁面のそれぞれを有する凹状をなすもので
あり、素子収納部１０２の底面には金製のメッキ層１０３が形成されている。この素子収
納部１０２内にはメッキ層１０３の上から光電素子１０４が搭載されており、光電素子１
０４には基板１０１の配線層からメッキ層１０３を通して駆動電源が印加される。
【０００３】
　投光器の光電素子１０４は上方の反射部１０５に向けて光を投射するものである。この
反射部１０５は光電素子１０４から投射された光を前方の窓部１０６に向けて反射するも
のであり、反射部１０５から窓部１０６に向けて反射された光は窓部１０６を透過して本
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体ケース１００の外部に検出光として出射する。この検出光は検出対象物の有無を判断す
る本来のものであり、窓部１０６の軸心線に一致する主光軸を有している。この投光器の
場合には光電素子１０４から反射部１０５を介さずに窓部１０６を直線的に透過する光を
素子収納部１０２の前壁面によって遮光し、主光軸に対して傾斜する副光軸の検出光が発
生することを防止している。
【０００４】
　受光器の反射部１０５は窓部１０６を透過して本体ケース１００の内部に入射した主光
軸の検出光を下方に向けて反射するものであり、光電素子１０４は反射部１０５が反射し
た主光軸の検出光を受光するか否かに応じて検出物体の有無を相互に識別する。この受光
器の場合には窓部１０６から反射部１０５を介さずに光電素子１０４に直線的に向う副光
軸の検出光を素子収納部１０２の前壁面によって遮光し、光電素子１０４が副光軸の検出
光を受光することに基づいて誤動作することを防止している。
【特許文献１】特許第２８６９００１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来の光電センサでは素子収納部１０２内に金を蒸着することに基づいてメッキ層
１０３を形成している。この金の蒸着処理は素子収納部１０２の底面と前壁面と左壁面と
右壁面と後壁面のそれぞれにマスキングを施すことなく行われるものであり、メッキ層１
０３は素子収納部１０２の底面に加えて前壁面と左壁面と右壁面と後壁面のそれぞれにも
形成される。このため、投光器の場合には光電素子１０４から投射された光の一部が素子
収納部１０２の後壁面に向い、素子収納部１０２の後壁面のメッキ層１０３から反射部１
０５を介さずに窓部１０６に向けて直線的に反射することに基づいて副光軸の検出光が発
生する虞がある。受光器の場合には副光軸の検出光が窓部１０６から反射部１０５を介さ
ずに素子収納部１０２の後壁面に直線的に向い、素子収納部１０２の後壁面から光電素子
１０４に向けて反射されるので、光電素子１０４が副光軸の検出光を受光することに基づ
いて誤動作する虞がある。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、光電素子から投射された光が素子収納
部のメッキ層で反射することに基づいて副光軸の検出光が発生することを防止できる光電
センサまたは光電素子が素子収納部のメッキ層で反射した副光軸の検出光を受光すること
を防止できる光電センサを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１記載の光電センサは、中空状の本体ケースと、前記本体ケースに設けられ前記
本体ケースの内部から外部に光を出射するための窓部と、前記本体ケースの内部に収納さ
れ部品を電気的に配線するための配線層を有する基板と、前記基板に設けられ前記窓部と
は反対側に位置する壁面を有する凹状の素子収納部と、前記素子収納部の前記壁面に設け
られ前記基板の配線層に接続された導電性のメッキ層と、前記素子収納部内に設けられ前
記基板の平面に対して交差する方向に光を投射するものであって前記メッキ層を介して前
記基板の配線層に接続された光電素子と、前記本体ケースの内部に設けられ前記基板とは
反対側から前記光電素子に対向するものであって前記光電素子から投射された光を前記窓
部に向けて反射する反射部と、前記素子収納部の前記壁面と前記光電素子との間に設けら
れ前記基板とは別部材からなるものであって前記光電素子から前記素子収納部の前記壁面
のメッキ層に向けて投射される光を遮光する遮光部材を備えたところに特徴を有する。
【０００８】
　請求項２記載の光電センサは、中空状の本体ケースと、前記本体ケースに設けられ前記
本体ケースの外部から内部に光を入射するための窓部と、前記本体ケースの内部に収納さ
れ部品を電気的に配線するための配線層を有する基板と、前記基板に設けられ前記窓部と
は反対側に位置する壁面を有する凹状の素子収納部と、前記素子収納部の前記壁面に設け



(4) JP 5013472 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

られ前記基板の配線層に接続された導電性のメッキ層と、前記素子収納部内に設けられ前
記基板の平面に対して交差する方向から入射する光を受光するものであって前記メッキ層
を介して前記基板の配線層に接続された光電素子と、前記本体ケースの内部に設けられ前
記基板とは反対側から前記光電素子に対向するものであって前記窓部から入射した光を前
記光電素子に向けて反射する反射部と、前記素子収納部の前記壁面と前記光電素子との間
に設けられ前記基板とは別部材からなるものであって前記窓部より入射する光を遮光する
遮光部材を備えたところに特徴を有する。
【０００９】
　請求項３記載の光電センサは、前記基板に前記素子収納部の前記壁面と前記光電素子と
の間に位置して設けられた貫通孔を備え、前記遮光部材は前記本体ケースの内面に前記基
板側に位置して設けられたものであって前記貫通孔を通して前記反射部側へ突出する柱状
の遮光壁から構成されているところに特徴を有する。
【００１０】
　請求項４記載の光電センサは、前記遮光部材は前記本体ケースの内面に前記反射部側に
位置して設けられたものであって前記基板側へ突出する柱状の遮光壁から構成されている
ところに特徴を有する。
【００１１】
　請求項５記載の光電センサは、前記遮光部材は黒色の顔料を含有する樹脂を材料とする
ものであるところに特徴を有する。
　請求項６記載の光電センサは、前記遮光部材の表面には光を散乱させることが可能な凹
凸状の光散乱部が設けられているところに特徴を有する。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１記載の光電センサによれば、光電素子から素子収納部の壁面のメッキ層に向け
て投射される光が遮光部材によって遮光される。このため、素子収納部の壁面のメッキ層
が光電素子から投射された光を窓部に向けて直線的に反射することがなくなるので、素子
収納部のメッキ層で光が反射することに基づいて副光軸の検出光が発生することを防止で
きる。
【００１３】
　請求項２記載の光電センサによれば、窓部を透過して素子収納部の壁面に直線的に向う
副光軸の検出光が遮光部材によって遮光される。このため、素子収納部の壁面のメッキ層
が副光軸の検出光を光電素子に向けて反射することがなくなるので、光電素子が副光軸の
検出光を受光することを防止できる。
【００１４】
　請求項３記載の光電センサによれば、遮光壁の外周面および貫通孔の内周面が相互に接
触することに基づいて基板が本体ケースの目標位置に位置ずれ不能に配置されるので、基
板を本体ケースの目標位置に位置決めする位置決め作業が容易になる。
【００１５】
　請求項４記載の光電センサによれば、本体ケースの内面に遮光壁が設けられているので
、遮光壁を設けることに基づいて部品点数が増加することが抑えられる。
　請求項５記載の光電センサによれば、遮光部材が樹脂の基材そのままの色彩である場合
に比べて遮光部材の反射率が低く抑えられる。このため、遮光部材が光電素子から投射さ
れた光を窓部に向けて反射することに基づいて副光軸の検出光が発生することを防止でき
、遮光部材が窓部から入射した副光軸の検出光を光電素子に向けて反射することに基づい
て光電素子が副光軸の検出光を受光することを防止できる。
【００１６】
　請求項６記載の光電センサによれば、遮光部材の表面が平坦である場合に比べて遮光部
材の表面で光が散乱する効果が高まる。このため、遮光部材が光電素子から投射された光
を窓部に向けて反射することに基づいて副光軸の検出光が発生することを防止でき、遮光
部材が窓部から入射した副光軸の検出光を光電素子に向けて反射することに基づいて光電
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素子が副光軸の検出光を受光することを防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
【実施例１】
【００１８】
　コンベア１は、図１に示すように、ワーク２を矢印Ｘ方向へ搬送するものであり、コン
ベア１の両側のそれぞれにはガイド３が設置されている。これら両ガイド３のそれぞれは
ワーク２の搬送方向に沿って延びるものであり、一方のガイド３には透過形光電スイッチ
の投光器４が固定され、他方のガイド３には透過形光電スイッチの受光器５が固定されて
いる。投光器４は前方の受光器５に向けて検出光を投射するものであり、投光器４および
受光器５相互間にワーク２が存在しないときには投光器４から投射された光が受光器５に
入射する。この受光器５は光の入射状態で出力信号がロウレベルになるものであり、投光
器４および受光器５相互間にワーク２が搬送されたときには投光器４から投射された光が
ワーク２によって遮光されることに基づいて受光器５に入射せず、受光器５の出力信号が
ロウレベルからハイレベルに切換わる。実施例１は本発明を透過形光電スイッチの投光器
４に適用したものであり、投光器４の詳細は次の通りである。
【００１９】
　本体ケース１１は、図２の（ａ）に示すように、下ケース１２および上ケース１３を相
互に接合することから構成された中空状をなすものであり、前板と後板と左側板と右側板
と天板と底板を有する矩形箱状をなしている。下ケース１２は黒色の顔料を含有する合成
樹脂を材料とするものである。この合成樹脂は黒色の顔料が含有されていない状態で白色
の色彩を有するものであり、黒色の顔料が含有されることに基づいて黒色に着色されてい
る。上ケース１３は透明な合成樹脂を材料とするものであり、本体ケース１１の内部は外
部から透明な上ケース１３を通して視覚的に認識可能にされている。
【００２０】
　本体ケース１１の内部には、図２の（ｂ）に示すように、水平なセンサ基板１４が収納
されている。このセンサ基板１４は多層プリント配線基板からなるものであり、センサ基
板１４の上面および下面のそれぞれには配線パターンからなる信号層が形成され、センサ
基板１４の内部には配線パターンからなる水平な電源供給層および配線パターンからなる
水平な接地層が上下方向に２段に形成されている。このセンサ基板１４の上面には電源回
路および信号回路のそれぞれを含む複数の電気回路１５が搭載されている。これら複数の
電気回路１５のそれぞれはパッケージ化されたものであり、両信号層と電源供給層と接地
層のそれぞれに接続されている。このセンサ基板１４は基板に相当するものであり、セン
サ基板１４の電源供給層は配線層に相当するものである。
【００２１】
　センサ基板１４には、図２の（ａ）に示すように、素子収納部１６が形成されている。
この素子収納部１６は前面および上面のそれぞれが開口する凹状をなすものであり、左壁
面と右壁面と後壁面と底面を有している。この素子収納部１６の底面はセンサ基板１４の
上面および下面のそれぞれに対して平行な水平なものであり、素子収納部１６の左壁面と
右壁面と後壁面のそれぞれは底面に対して直角に交差する垂直なものである。この素子収
納部１６はセンサ基板１４に両信号層と電源供給層と接地層のそれぞれを形成した後に切
削加工を施すことに基づいて形成されたものであり、素子収納部１６の底面には金製のメ
ッキ層１７が形成されている。このメッキ層１７は素子収納部１６内に金をメッキするこ
とから形成されたものであり、センサ基板１４の内部の電源供給層に接続されている。こ
の金のメッキ処理は素子収納部１６の左壁面と右壁面と後壁面と底面のそれぞれにマスキ
ングを施すことなく行われるものであり、メッキ層１７は素子収納部１６の底面に加えて
左壁面と右壁面と後壁面のそれぞれにも形成されている。
【００２２】
　素子収納部１６の底面には、図２の（ａ）に示すように、メッキ層１７の上から投光素
子１８が搭載されている。この投光素子１８はメッキ層１７に素子収納部１６の底面で電
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気的に接続されたものであり、投光素子１８にはセンサ基板１４の電源回路から電源供給
層およびメッキ層１７のそれぞれを通して駆動電源が印加される。この投光素子１８は駆
動源電が印加されることに基づいてセンサ基板１４の上面および下面のそれぞれに対して
直角に交差する上方へ光を投射するものであり、センサ基板１４の上面および下面のそれ
ぞれは平面に相当する。この投光素子１８には、図２の（ｂ）に示すように、ジャンパー
線１９が接続されている。このジャンパー線１９はセンサ基板１４の上面の信号層に接続
されており、投光素子１８にはセンサ基板１４の信号回路から信号層およびジャンパー線
１９のそれぞれを通して信号が送られる。この投光素子１８は光電素子に相当するもので
ある。
【００２３】
　上ケース１３には、図２の（ａ）に示すように、投光素子１８の上方に位置して反射壁
２０が形成されており、反射壁２０には前から後に向けて下降する平坦な傾斜面２１が形
成されている。この傾斜面２１は傾斜角度θが「４５°」に設定されたものであり、素子
収納部１６は、図２の（ｂ）に示すように、傾斜面２１の投影領域２２内に配置されてい
る。この投影領域２２は傾斜面２１をセンサ基板１４上に垂直に投影した領域を称するも
のであり、傾斜面２１には、図２の（ａ）に示すように、反射層２３が形成されている。
この反射層２３は傾斜面２１にアルミニウムを真空蒸着することから構成されたものであ
り、投光素子１８から投射された光を前方に向けて反射することに基づいて光路を直角に
屈曲させる。この反射層２３は反射部に相当するものである。
【００２４】
　本体ケース１１の前板には、図２の（ａ）に示すように、下ケース１２および上ケース
１３相互間に位置して円形状の透孔２４が形成されており、透孔２４内には円形状のレン
ズ２５が固定されている。このレンズ２５は球面および平面を両側面とする平凸レンズか
ら構成されたものであり、反射層２３が前方へ向けて反射した光はレンズ２５を透過して
本体ケース１１の外部に検出光として出射する。この検出光はレンズ２５の軸心線に一致
する主光軸を有する本来のものであり、レンズ２５は窓部に相当するものである。
【００２５】
　センサ基板１４には、図２の（ｂ）に示すように、素子収納部１６の前方に位置して切
欠部２６が形成されており、切欠部２６内には四角柱状の前遮光壁２７が挿入されている
。この前遮光壁２７は、図２の（ａ）に示すように、素子収納部１６の前面を閉鎖するも
のであり、投光素子１８からレンズ２５に直線的に向う光を遮光する。この前遮光壁２７
の上端には傾斜面２８が形成されている。この傾斜面２８は後から前に向けて下降する平
坦なものであり、反射層２３によって反射された光が前遮光壁２７によって遮光されない
ように前遮光壁２７の上方の空間部を拡大している。
【００２６】
　センサ基板１４には、図２の（ａ）に示すように、素子収納部１６内に位置して貫通孔
２９が形成されており、貫通孔２９内には四角柱状の後遮光壁３０が挿入されている。こ
の貫通孔２９は投光素子１８の後方に配置されたものであり、後遮光壁３０は素子収納部
１６の後壁面および投光素子１８相互間に介在されている。この後遮光壁３０は投光素子
１８から素子収納部１６の後壁面に直接的に向う光を遮光するものであり、素子収納部１
６の後壁面のメッキ層１７がレンズ２５に向けて光を直接的に反射することを防止する。
これら後遮光壁３０および前遮光壁２７のそれぞれは下ケース１２に一体形成されたもの
であり、黒色に着色されている。この後遮光壁３０は遮光部材および遮光壁のそれぞれに
相当するものである。
【００２７】
　上記実施例１によれば次の効果を奏する。
　素子収納部１６の後壁面および投光素子１８相互間にセンサ基板１４とは別部材の後遮
光壁３０を設けたので、投光素子１８から素子収納部１６の後壁面のメッキ層１７に向け
て投射される光が後遮光壁３０によって遮光される。このため、素子収納部１６の後壁面
のメッキ層１７が投光素子１８から投射された光をレンズ２５に向けて直接的に反射する
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ことがなくなるので、素子収納部１６のメッキ層１７で光が反射することに基づいて副光
軸の検出光が発生することを防止できる。
【００２８】
　下ケース１２に後遮光壁３０を設け、センサ基板１４の貫通孔２９内に後遮光壁３０を
挿入した。このため、貫通孔２９の内周面および後遮光壁３０の外周面が相互に接触する
ことに基づいてセンサ基板１４が下ケース１２の目標位置に位置ずれ不能に配置されるの
で、センサ基板１４を下ケース１２の目標位置に位置決めする位置決め作業が容易になる
。後遮光壁３０を黒色の顔料を含有する樹脂を材料に形成したので、後遮光壁３０が黒色
の色彩に着色される。このため、後遮光壁３０が合成樹脂の基材の色彩そのままの白色で
ある場合に比べて後遮光壁３０の反射率が低く抑えられるので、後遮光壁３０が投光素子
１８から投射された光をレンズ２５に向けて反射することに基づいて副光軸の検出光が発
生することを防止できる。
【実施例２】
【００２９】
　上ケース１３には、図３に示すように、後遮光壁３１が一体形成されている。この後遮
光壁３１は反射壁２０を基点に下方のセンサ基板１４に向けて垂直に延びる四角柱状をな
すものであり、後遮光壁３１の下端面は素子収納部１６の後壁面および投光素子１８相互
間で素子収納部１６の底面に接触している。この後遮光壁３１は黒色の塗料を塗布するこ
とに基づいて黒色に着色されたものであり、投光素子１８から素子収納部１６の後壁面に
直接的に向う光を遮光し、素子収納部１６の後壁面のメッキ層１７がレンズ２５に向けて
光を直接的に反射することを防止する。この後遮光壁３１は遮光部材および遮光壁のそれ
ぞれに相当するものである。
【００３０】
　上記実施例２によれば次の効果を奏する。
　上ケース１３に後遮光壁３１を設けたので、後遮光壁３１を設けることに基づいて部品
点数が増加することが抑えられる。
【００３１】
　上記実施例２においては、上ケース１３を下ケース１２と同様に黒色の顔料を含有する
合成樹脂から形成し、後遮光壁３１を上ケース１３に一体成形しても良い。
　上記実施例２においては、後遮光壁３１を四角形以外の多角形または円形の柱状に形成
しても良い。
【実施例３】
【００３２】
　センサ基板１４には、図４に示すように、素子収納部１６内に位置して四角形状の後遮
光ブロック４１が固定されている。この後遮光ブロック４１は黒色の顔料を含有する合成
樹脂を材料とするものであり、素子収納部１６内にメッキ層１７を形成した後に素子収納
部１６の底面にメッキ層１７の上から接合されている。この後遮光ブロック４１は素子収
納部１６の後壁面および投光素子１８相互間に介在されたものであり、投光素子１８から
素子収納部１６の後壁面に直接的に向う光を遮光することに基づいて素子収納部１６の後
壁面のメッキ層１７がレンズ２５に向けて光を直接的に反射することを防止する。この後
遮光ブロック４１は遮光部材に相当するものである。
【実施例４】
【００３３】
　センサ基板１４には、図５に示すように、素子収納部１６に換えて素子収納部５１が形
成されている。この素子収納部５１は上面が開口する凹状をなすものであり、左壁面と右
壁面と前壁面と後壁面と底面のそれぞれを有している。この素子収納部５１の底面はセン
サ基板１４の上面および下面のそれぞれに対して平行な水平なものであり、素子収納部５
１の左壁面と右壁面と前壁面と後壁面のそれぞれは底面に対して直角に交差する垂直なも
のである。この素子収納部５１はセンサ基板１４に両信号層と電源供給層と接地層のそれ
ぞれを形成した後に切削加工を施すことに基づいて形成されたものであり、素子収納部５
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１には左壁面と右壁面と前壁面と後壁面と底面のそれぞれに位置してメッキ層１７が形成
されている。
【００３４】
　素子収納部５１の底面には、図５に示すように、メッキ層１７の上から投光素子１８が
搭載されている。この投光素子１８はメッキ層１７を介してセンサ基板１４の電源供給層
に接続され、ジャンパー線１９を介してセンサ基板１４の上面の信号層に接続されたもの
であり、素子収納部５１の前壁面は投光素子１８からレンズ２５に向けて直線的に投射さ
れる光を遮光することに基づいて副光軸の検出光が発生することを防止する。この素子収
納部５１の底面にはメッキ層１７の上から後遮光ブロック４１が接合されている。この後
遮光ブロック４１は素子収納部５１の後壁面および投光素子１８相互間に介在されたもの
であり、投光素子１８から素子収納部５１の後壁面に向う光を遮光することに基づいて素
子収納部５１の後壁面のメッキ層１７がレンズ２５に向けて光を直接的に反射することを
防止する。
【００３５】
　上記実施例３および４のそれぞれにおいては、後遮光ブロック４１を四角形以外の多角
形状または円形状に形成しても良い。
【実施例５】
【００３６】
　後遮光壁３０には、図６に示すように、光散乱部６１が形成されている。この光散乱部
６１は後遮光壁３０の前面のうち貫通孔２９から上方に突出する部分の全域に形成された
ものであり、光を散乱させることが可能な凹凸状をなしている。
【００３７】
　上記実施例５によれば次の効果を奏する。
　後遮光壁３０の前面に凹凸状の光散乱部６１を設けたので、後遮光壁３０の前面で光が
散乱する効果が後遮光壁３０の前面が平坦である場合に比べて高まる。このため、後遮光
壁３０の前面の反射率が低く抑えられるので、後遮光壁３０が投光素子１８から投射され
た光をレンズ２５に向けて反射することに基づいて副光軸の検出光が発生することを防止
できる。
【００３８】
　上記実施例５においては、後遮光壁３１の前面および後遮光ブロック４１の前面のいず
れかに凹凸状の光散乱部６１を形成しても良い。
　上記実施例１および５のそれぞれにおいては、後遮光壁３０を四角形以外の多角形また
は円形の柱状に形成しても良い。
【００３９】
　上記実施例１～実施例５のそれぞれにおいては、本発明を透過形光電センサの受光器５
に適用しても良い。この受光器５は素子収納部１６の底面または素子収納部５１の底面に
メッキ層１７の上から光電素子に相当する受光素子を搭載した点で投光器４と相違するも
のであり、レンズ２５は投光器４から投射された検出光を本体ケース１１の内部に入射さ
せる。反射層２３はレンズ２５を透過した主光軸の検出光を下方の受光素子に向けて反射
するものであり、後遮光壁３０と後遮光壁３１と後遮光ブロック４１のそれぞれはレンズ
２５を透過して素子収納部１６の後壁面のメッキ層１７または素子収納部５１の後壁面の
メッキ層１７に直線的に向う副光軸の検出光を遮光する。受光素子は反射層２３が反射し
た検出光を受光するものであり、受光素子の検出結果はジャンパー線１９からセンサ基板
１４の信号層および信号回路のそれぞれを通して外部に出力される。この構成の場合、素
子収納部１６の後壁面のメッキ層１７または素子収納部５１の後壁面のメッキ層１７が副
光軸の検出光を投光素子に向けて反射することがなくなるので、投光素子が副光軸の検出
光を受光することを防止できる。しかも、後遮光壁３０と後遮光壁３１と後遮光ブロック
４１のそれぞれがレンズ２５から入射した副光軸の検出光を受光素子に向けて反射するこ
とに基づいて受光素子が副光軸の検出光を受光することも防止できる。
【００４０】
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　上記実施例１～実施例５においては、本発明を反射形光電センサの投光器および受光器
のそれぞれに適用しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】実施例１を示す図（透過形光電スイッチの使用例を示す図）
【図２】投光器を示す図（ａはＡ線に沿う断面図、ｂはＢ線に沿う断面図）
【図３】実施例２を示す図（図２相当図）
【図４】実施例３を示す図（図２相当図）
【図５】実施例４を示す図（図２相当図）
【図６】実施例５を示す図（図２のａ相当図）
【図７】従来例を示す図（図２のａ相当図）
【符号の説明】
【００４２】
　１１は本体ケース、１４はセンサ基板（基板）、１６は素子収納部、１７はメッキ層、
１８は投光素子（光電素子）、２３は反射層（反射部）、２５はレンズ（窓部）、２９は
貫通孔、３０は後遮光壁（遮光部材、遮光壁）、３１は後遮光壁（遮光部材、遮光壁）、
４１は後遮光ブロック（遮光部材）、５１は素子収納部、６１は光散乱部を示している。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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